
特別障害者手当
障がいが重複するなど精神または身体に著しく重度の
障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とす
る在宅の20歳以上の人に支給されます。
【要件】
◦�障害年金1級程度の障がいが重複しているなど著し
く重度障がいの状態にある人
◦20歳以上の人
◦施設に入所していない人
◦�本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下である
こと
◦病院などに引き続き3カ月以上入院していないこと

障害児福祉手当
精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時
特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給さ
れます。

障がいのある人

障がい福祉サービスは、障がいのある人が地域で自立して生活できるよう支援する制度です。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人・難病患者などが対象です。（各種手帳をお持ちで
ない人も、サービスの対象となる場合がありますので、ご相談ください）
手帳の取得については、社会福祉課へご相談ください。

身体の機能障がいの程度により、1
級から6級までの等級があります。
移動の困難さに応じて第1種と第2
種の区分があります。

身体障害者手帳
知的障がいのある人に交付します。
程度により、A・Bの区分がありま
す。移動の困難さに応じて第1種と
第2種の区分があります。

療育手帳
精神障がいのために長期にわたり日
常生活または社会生活への制約があ
る人に交付します。程度により、1級
から3級までの等級があります。

精神障害者保健福祉手帳

障害者手帳の種類

障がい福祉� ・問 社会福祉課・・☎24-1758

【要件】
◦重度の障がいがあり常時介護を必要とする人
◦20歳未満の人
◦施設に入所していない人
◦�障がい児が障がいを支給条件とする公的年金を受け
ていないこと
◦保護者の所得が一定額以下であること
障害児福祉手当は入院中でも支給されます

特別児童扶養手当
身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護し
ている父か母、または父母に代わって児童を養育して
いる人に支給されます。
【対象】
◦児童が20歳未満であること
◦日本国内に住んでいること
◦�児童が障がいを理由とする公的年金を受けていない
こと
◦�児童が、社会福祉施設などに入所していないこと�
（保育所など一部除く）
◦�本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下である
こと

各種手当・給付� 問 社会福祉課  ☎24-1758
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夢たまご
ファクトリー・ブランチ

就労継続支援 多機能型事業所

㈱ 内・穂の香・オズベーカリー・こんぴらやアライ

障がい者グループホーム

生活利便性良し アクトピア大洲近隣

夢コーポ
指定相談支援事業所

yume-no-mori 大洲市平野町野田乙961番地1

夢･たまご
株 式 会 社一般社団法人

夢ノ杜福祉会
大洲市平野町野田1514番地 TEL 0893-24-3360　FAX 0893-23-9367

大洲市内障害福祉サービス相談と上記施設への見学体験は、TSUNAGU~つなぐ~TEL 0893-23-9366（相談支援専門員：継野）まで
チャレンジド・ラボ アクトピア大洲　見学申込TEL 0893-57-6077（管理者：青野）まで
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重度心身障害者の医療費助成
保険適用分の医療費の自己負担分を助成します。
【対象】
◦身体障害者手帳1～2級の人
◦療育手帳の区分「A」または「B（医）」の人
日常生活用具費が支給されます（要・事前申請）�
申請前に購入された場合は対象になりません。必ず事
前に申請してください。障がいの等級・内容や世帯状況
によっては、対象外となることもあります。
身体障がい者（児）・難病患者などの日常生活がより円
滑になるよう給付しています。課税世帯は基準額内の1

割負担、課税・非課税に関わらず基準額を超えた場合は
自己負担です。
補装具費が支給されます（要・事前申請）
申請前に購入された場合は対象になりません。必ず事
前に申請してください。障がいの程度・生活状況などに
よっては対象外となることもあります。
身体上の障がいを補うための補装具の交付、修理およ
び貸与に関わる費用を支給します。
原則費用の1割が自己負担で、所得に応じて負担上限額
の設定があります。

所得税・住民税の控除
障がい者に所得があるとき、または障がい者を扶養し
ているときは、年末調整や確定申告の際に申請するこ
とで、所得税・市県民税の障害者控除を受けることがで
きます。

ＮＨＫ放送受信料減免
障がい者がいる世帯は、ＮＨＫの受信料を減免します。
【全額免除】
各手帳をお持ちの人がいる世帯で、世帯構成員全員が
市民税非課税のとき
【半額免除】
次に該当する障がいのある人が世帯主で、受信契約者
の場合
◦視覚・聴覚障がい者�
◦身体障害者手帳の1・2級の人�
◦療育手帳Ａ判定の人�
◦精神手帳1級の人

有料道路割引（要・事前申請）
障がい者が有料道路を利用するときは、通行料金の割
引が受けられます。
割引を利用する際は事前の申請が必要です。
【対象者】
障がい者本人が運転…身体障害者手帳を持っている人
障がい者本人以外が運転…�身体障害者手帳の1種の人�

療育手帳Ａ判定の人

控除・免除� 問 社会福祉課  ☎24-1758

� 問 保険年金課  ☎24-1713

◦ＥＴＣカード（障がい者本人名義）
◦�ＥＴＣ車載器の管理番号が確認できるもの�
（セットアップ申込書など）

ＥＴＣを利用する人

◦�各障害者手帳
◦�車検証
◦�運転免許証（本人運転の場合）

申請に必要なもの

パーキングパーミット
県内の公共施設や商業施設などに設置された身体障害
者等用駐車場を適正に利用していただく制度です。

パーキングパーミット

愛媛県

(身体障害者等用駐車場利用証)

(有効期限)
年
月

memo
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あゆむ
障害者生活介護事業所
障害者相談支援事業所
放課後デイサービス
放課後デイサービス

あゆむ苑
あゆむ苑
あゆむ
あゆむ2

〒795-0064　大洲市東大洲306番地

TEL:0893-50-8033
FAX:0893-57-6763

特定非営利活動法人　歩
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障がい福祉サービスを利用するには� 問 社会福祉課  ☎24-1758

障がい福祉サービスの申請からサービス開始までの流れ

障害支援区分認定審査会

サービス利用の意向聴取

障害支援区分認定

サービス利用等計画案作成

サービス利用計画の作成

支給決定

モニタリング

サービス利用

障害支援区分認定調査 医師の意見書

申請

サービス担当者会

社会福祉課
（障がい福祉係）
各支所へ

※障害者総合支援法によるサービスです。

障がい児通所サービスの申請からサービス開始までの流れ

社会福祉課（障がい福祉係）
各支所へ

サービス利用の意向聴取

障害児支援利用計画案作成

支給決定

モニタリング

サービス利用

障害児支援利用計画の作成

申請

サービス担当者会

＊児童福祉法によるサービスです。

←（サービス事業所と契約）

←（相談支援事業所と契約）

サービス利用までの流れ

◦運転免許証・身体障害者手帳
申請に必要なもの

駐車禁止規制の適応が除外されます
障がい者などの運転する車が駐車できる専用スペース
を利用できます。
【対・・象・・者】�聴覚障がい・肢体不自由により運転免許に

条件がある人
【申請場所】警察署

◦各種障害者手帳
申請に必要なもの

【対象者】
◦身体障害者手帳

◦療育手帳Ａ判定の人
◦精神手帳1級の人
◦その他高齢者、難病者、妊産婦なども対象となります。

区・分 等・級 区・分 等・級
視覚 1～4級 心臓 1～4級

聴覚 聴覚 2、3級 じん臓 1～4級
平衡 3、5級 呼吸器 1～4級

音声言語 該当なし ぼうこう
または直腸 1～4級

肢体不自由
上肢 1～4級 小腸 1～4級
下肢 1～6級 肝臓 1～4級
体幹 1～5級 免疫 1～4級

運動機能障害 上肢 1、2級
移動 1～6級

暮らしの便利帳56
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訓練等給付（自立を支援するサービスです）
名・称 内・容 対・象

居
宅
生
活
の
支
援
サ
ー
ビ
ス

自立訓練
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定
期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な
訓練を行います。

◦�病院を退院した人で、地域生活へ移行する
ため生活能力の維持・向上などの支援が必
要な障がい者
◦�特別支援学校を卒業した人、継続して通院
し症状が安定している障がい者

就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就
労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓
練を行います。

就労を希望する人で、単独で就労することが
困難であるため、就労に必要な知識および技
術の習得・就労先の照会、その他の支援が必
要な65歳未満の障がい者

就労継続支援 一般企業などでの就労が困難な人に働く場を提供し、
知識向上のために必要な訓練を行います。

◦�Ａ型…�企業に就労することが困難な人で、
雇用契約に基づき、継続的に就労す
ることが可能な65歳未満の障がい
者

◦�Ｂ型…�就労移行支援事業を利用したが一
般就労に結びつかない場合や、Ｂ型
の利用が適当と判断された障がい
者、就労経験がある人で一般企業に
雇用されることが困難になった障
がい者

夜
間
の
居
住

支
援
サ
ー
ビ
ス

共同生活援助
（グループホーム）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活
の援助を行います。

障がい者（身体障がい者は、65歳未満の人ま
たは65歳に達する日の前日までに障がい福
祉サービスもしくはこれに準じるものを利
用したことがある人に限る）

介護給付（生活を支援するサービスです）
名・称 内・容 対・象

居
宅
生
活
の
支
援
サ
ー
ビ
ス

居宅介護
（ホームヘルプ）

自宅での入浴・排せつ・食事の介護、調理、洗濯、掃除な
ど生活全般にわたる助言、援助を行います。 障害支援区分1以上である障がい者（児）

重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自
宅で入浴・排せつ・食事の介護、外出時の移動中の介護
などを総合的に行います。

障害支援区分4以上で2肢以上に麻痺がある
障がい者（児）

同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、
移動に必要な情報の提供（代筆・代読を含む）、移動の
援護などの外出支援を行います。

◦�身体介護を伴わない場合…
　区分認定の必要なし
◦�身体介護を伴う場合…
　障害支援区分2以上である障がい者（児）

行動援護
自己の判断能力が制限されている人が行動するとき
に、危機を回避するために必要な支援・外出支援を行
います。

障害支援区分3以上で、認定調査項目の内行
動関連項目などの合計点数が8点以上であ
る障がい者（児）

療養介護
医療と同時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓
練、療養上の管理・看護・介護および日常生活の世話を
行います。

病院などへの長期の入院による医療的ケア
に加え、常時の介護を必要とする障がい者

生活介護 施設で、昼間入浴・排せつ・食事の介護などを行い、創
作活動または生産活動の機会を提供します。

常時介護者の支援が必要な障がい者
◦�通所の場合…障害支援区分3以上
　　　　　　　（50歳以上は区分2以上）
◦�入所の場合…障害支援区分4以上
　　　　　　　（50歳以上は区分3以上）

短期入所
（ショートステイ）

自宅で介護する人が疾病その他の理由により介護が
できない場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴・
排せつ・食事の介護などを行います。

障害支援区分1以上の障がい者（児）

重度障害者等包括
支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数の
サービスを包括的に行います。

障害支援区分6以上に該当する障がい者で
意思疎通が著しく困難な障がい者

夜
間
の
居
住

支
援
サ
ー
ビ
ス

障害者支援施設で
の夜間ケアなど
（施設入所支援）

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事
の介護などを行います。

生活介護を受けている人で障害支援区分4
以上（50歳以上は区分3）以上の障がい者
入所しながら訓練など給付を受ける場合は
条件有り

利用できるサービス� 問 社会福祉課  ☎24-1758
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地域生活支援（地域の実情やニーズに応えるサービス）
名・称 内・容 対・象

地
域
生
活
支
援
事
業

移動支援
屋外での移動が困難な障がい者に、外出のための支
援を行うことで、地域での自立生活や社会参加を促
します。

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
福祉手帳を保持している人で、屋外の移動
に著しい制限がある障がい者（児）

日中一時支援

日中、短期入所事業所や生活介護事業所などで、障
がい者・障がい児に活動の場を提供し、見守り、社会
に適応するための日常的な訓練や市が認めた支援
を行います。障がい者などの家族の就労支援と障が
い者を日常的に介護している家族の一時的な休息
が目的です。

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
福祉手帳を保持している人で、介護者の疾
病やその他の理由により一時的な預かりを
必要とする障がい者（児）

地域活動支援センター センターに通うことで、創作的活動または生産活動
の機会を持ち、地域社会との交流を促します。 雇用・就労が困難な在宅障がい者

障がい児支援（障がい児の療育・支援をするサービス）
名・称 内・容 対・象

障
が
い
児
支
援
事
業

児童発達支援
未就学の障がい児に日常生活での基本的な動作の
指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行
います。

療育の観点から集団療育および個別療育を
行う必要があると認められる未就学の障が
い児

放課後等デイサービス
就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休みな
どの休業日に、生活能力の向上のために必要な訓
練、社会との交流の促進を行います。

学校に就学していて、授業の終了後または
休業日に支援が必要と認められた障がい児

相談 内容 日時（場所） 問い合わせ先

障
が
い

障がい者生活総合相談
障がいのある人やそのご家族が住み慣れた
地域で安心して暮らせるよう、総合的・専門
的な相談、権利擁護などに関する相談を受け
ます。

平日午前8時30分
～午後5時15分

大洲市障がい者基幹
相談支援センター
（社会福祉課内）
☎24-1758

障がい者に対する虐待の相談 家庭、障がい者施設、職場などにおける虐待
の相談、通報、届け出を受けます。 随時

大洲市障がい者虐待
防止センター
（社会福祉課内）
☎24-2111

相談� 問 高齢福祉課  ☎24-1758

通　訳

設置通訳者
市 役 所 の 中

通訳をお願いします｡

設置通訳者
市役所内での用事（午前8時30分～午後5時15分）を支援
するため、社会福祉課に手話通訳者を設置しています。
例えば…
◦住民票がほしい
◦補聴器の申請（申し込み）
◦保険や年金、税の相談
◦その他　手続きや相談など
申し込みはいりません。社会福祉課をお訪ねください。

派遣通訳（7日前までに申し込み）
外出する時など、手話が必要な場合に手話通訳者を派
遣します。
例えば…
◦病院に行きたい
◦学校に行きたい
◦郵便局に行きたい
◦銀行に行きたい
など、市役所の外の場所に行くときは、事前に申し込み
が必要です。（緊急またはやむを得ない場合を除く）
7日前までに申し込んでください。
申し込み用紙（申請書）を書いて、市役所または各支所
に出してください。市役所で書くこともできます。土曜
や日曜に通訳を頼みたいときも同じです。

手話通訳� 問 社会福祉課  ☎24-1758

①ＦＡＸする（24-0961）
②市役所に来る（午前8時30分～午後5時15分）

連絡・申し込む方法は？
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